
1 

 

 
 

幼児教育・保育の無償化による影響に関するアンケート調査 
 

 

 

調査ご協力のお願い 

 

平素から岡山市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

この調査は、平成３０年６月１５日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2018」に

おいて、平成３１年１０月からの幼児教育・保育の無償化実施の方針が示されたことを受けて、幼

児教育・保育の無償化が行われた場合に、岡山市における幼児教育・保育のニーズがどのように変

化するかを把握し、今後の施策の充実を図るために行うものです。 

このアンケートは、平成２８年４月２日から平成２９年４月１日までの間に生まれ、かつ、平成

３０年７月１日現在、保育所・認定こども園等に入園していないお子さんのいらっしゃる世帯の中

から、無作為に選ばせていただいた１，０００世帯に送付しています。 

アンケートは、無記名式で、ご回答の内容が他の人に知られることはありません。また、調査の

結果を目的以外に使用することはありません。 

ご多忙中、誠に恐れ入りますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い

申し上げます。 

平成３０年７月 岡山市長 大 森 雅 夫 

＜ご記入に当たってのお願い＞ 

１．アンケートの設問は、裏面にあります。 

２．アンケートは、封筒の宛名のお子さんについて、保護者の方がご記入ください。 

３．記入後は、無記名のまま、同封の返信用封筒に入れて、７月３１日（火）までにポス 

トにご投函ください（返信用封筒への住所・氏名の記入及び切手の貼付は不要です）。 

 ４．この調査についてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

Tel：（０８６）８０３－１２２８（直通） 

岡山市 岡山っ子育成局 保育・幼児教育部 保育・幼児教育課 
 

 

この調査票における用語の定義は、以下のとおりです。 

・幼稚園：学校教育法に基づき、３～５歳児に対して学校教育を行う施設（学校教育法第 22 条） 

・保育所：児童福祉法に基づき、保育を必要とする０～５歳児に対して保育を行う施設（児童福祉

法第 39条）   

・認定こども園：幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設（就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律第 2条第 6項） 

・預かり保育等：幼稚園の一部または認定こども園が３～５歳児を幼稚園（認定こども園の幼稚園

としての利用を含む。）の利用時間（例：午前９時～午後２時）の前後の時間（例：

午後２時～午後６時）に預かるサービス 
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問１ お子さんの現在の保育状況を以下の選択肢から選んで番号をご記入ください。 
 

（回答欄）  
 

 ① 認可外保育施設等（企業主導型保育、勤務先の保育施設、ベビーシッター等を含む。） 

 ② 家庭（親族等を含む。）での保育 

 

問２ 幼児教育・保育の無償化が実施された場合、３歳から５歳までの子どもの幼稚園・保

育所・認定こども園の利用が無料になる予定です（幼稚園授業料については、月額２万

５，７００円までが無料）。また、預かり保育等の利用は、幼稚園授業料の無償化上限

額２万５，７００円を含めて月額３万７，０００円まで、認可外保育施設等の利用は、

月額３万７，０００円までが無料になります。その場合に、お子さんが３歳の時点と４

歳の時点で希望する幼児教育・保育を以下の①から⑤までの選択肢の中から選んで番号

をご記入ください（３つまで。複数回答される場合は、優先希望順）。ただし、保育の

必要性の認定（※）を受けていない方については、無料で利用できるのは①のみである

こと、また、原則として③の利用はできないことにご注意ください。 
※ 保育の必要性の認定 

保護者が、就労、妊娠・出産、疾病、介護、求職中、就学、育児休業中などの事由のいずれかに該当
し、保育の必要性があると市が認定すること。 

（回答欄） <第１希望> <第２希望> <第３希望> 

・３歳の時点で希望する幼児教育・保育の選択肢    
 

・４歳の時点で希望する幼児教育・保育の選択肢    

 

 ① 幼稚園（認定こども園の幼稚園としての利用を含む。）（例：午前９時～午後２時） 

 ② ①＋預かり保育等（例：①＋午後２時～午後６時） 

 ③ 保育所（認定こども園の保育所としての利用を含む。）（例：午前７時～午後６時） 

 ④ 認可外保育施設等（企業主導型保育、勤務先の保育施設、ベビーシッター等を含む。） 

 ⑤ 家庭（親族等を含む。）での保育 
 

  

保育の必要性の認定事由に 

該当する子ども（３～５歳児） 

 

・共働き家庭 

・シングルで働いている家庭 

など 

利用 

幼稚園、保育所 

認定こども園 

利用 預かり保育等 

月３．７万円 
まで無償 

無償 
幼稚園は月２．５７万円まで 

保育の必要性の認定事由に 

該当しない子ども（３～５歳児） 

・専業主婦（夫）家庭 

など 

 

利用 

利用 

幼稚園 

認定こども園 

預かり保育等 

認可外保育施設等 

無償化の 
対象外 

利用 認可外保育施設等 

 
幼稚園授業料の無償化
上限額(月 2.57 万円)を
含め月 3.7万円まで無償 

無償化のイメージ図（参考） 

無償 
幼稚園は月２．５７万円まで 


